
 

 
 

 

 

 

企業版ふるさと納税の寄附を募集します！ 

～横浜市内小学生に向けたバスケットボール教室および運動プログラム～ 
 

横浜市は、スポーツ都市横浜の実現を目指し、「スポーツを通じた健康増進」「スポーツを通じ

た共生社会の実現」「スポーツによる賑わいづくり」の３つを目標に掲げ、貴重なスポーツの財産

を活用しつつ、本市の地域課題解決に寄与するスポーツ施策を体系的に推進しています。 

令和８年度より、スポーツ関連事業者が行う「市民の健康増進」「子どもたちのスポーツ体験機

会の充実」に寄与する取組に対し、地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）を活用した新たな支

援を開始します。 

このたび、横浜市内小学生に向けたバスケットボール教室および運動プログラムについて、企

業の皆様からのご寄附を募集します。 
 

１ 寄附を募集する事業 

①事業概要 横浜市内の小学校等訪問し、バスケットボール教室および運動プログラ

ム等を実施します。横浜ビー・コルセアーズアカデミーコーチによる指

導を通じて、子どもたちの運動能力向上・スポーツへの関心醸成を図

り、横浜市のスポーツ振興および健全な青少年育成に寄与します。年間

100回以上の教室開催、延べ参加者数5,000人（1回あたり参加者数50人を

想定）を目標とします。 

②寄附申込開始日 令和８年４月３日（金） 

※寄附目標金額の到達等により、申込を受付できない場合があります。 

③寄附目標金額 2,340,800円 

④事業者名 株式会社横浜ビー・コルセアーズ 

 

２ 寄附手続きについて 

手続きの 流れは、 横浜市 ウェブ サイト （ https://www.city.yokohama.lg.jp/kanko-

bunka/sports/shinko/shinko/kigyo-furusato.html）をご確認ください。 

なお、お手続きの前に、メールまたは電話にて横浜市にぎわいスポーツ文化局

スポーツ振興課まで事前にご相談ください。 

メール：nw-sportskikaku@city.yokohama.lg.jp 

電 話：045-671-3583 

※事前相談から納付手続き完了まで 10日～２週間程度要しますのでお早めにご相談ください。 

 

＜企業版ふるさと納税＞ 

 企業版ふるさと納税は、地方自治体の地方創生プロジェクトに対して、当該地方自治体の域外
に本社（地方税法上における主たる事務所及び事業所）が所在する企業が寄附を行った場合に、
法人関係税から寄附額の最大約９割に相当する額を軽減できる仕組みです。 
 

 

お問合せ先 

スポーツ振興課長 玉 TEL 045-671-3237 
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